
―
源
泉
徴
収
制
度
に
関
す
る
諸
問
題
―

国
・
支
払
者
・
受
給
者
の
法
律
関
係

は
じ
め
に

ホ
ス
テ
ス
報
酬
の
源
泉
徴
収
義
務

に
関
す
る
平
成
２２
年
３
月
２
日
最
高

裁
判
決
の
結
果
を
受
け
て
、
国
税
庁

は
、
同
年
１０
月
２９
日
に
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
お
い
て
「
ホ
ス
テ
ス
報
酬
に
係

る
源
泉
所
得
税
の
還
付
に
つ
い
て

（
お
知
ら
せ
）
」
を
公
表
し
て
い
ま

す
。
そ
の
中
で
留
意
事
項
と
し
て
以

下
の
記
載
が
あ
り
ま
す
。

「
�
還
付
金
額
の
返
金
等
に
つ
い
て

誤
納
額
と
し
て
還
付
さ
れ
る
金
額

は
、
ホ
ス
テ
ス
報
酬
の
支
払
金
額
か

ら
天
引
き
さ
れ
た
も
の
で
す
の
で
、

源
泉
徴
収
義
務
者
の
方
は
還
付
金
額

を
各
ホ
ス
テ
ス
等
の
方
に
返
金
し
て

い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
返
金
を
受
け
た
ホ
ス
テ
ス

等
の
方
は
源
泉
徴
収
さ
れ
た
税
額
が

変
更
と
な
り
ま
す
の
で
、
平
成
２１
年

以
前
分
に
つ
い
て
は
修
正
申
告
を
し

て
返
金
相
当
額
を
納
付
し
て
い
た
だ

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
」

申
告
納
税
制
度
を
前
提
と
す
る
国

税
に
お
い
て
、
上
記
の
よ
う
に
迂
遠

な
手
続
を
要
す
る
の
は
源
泉
徴
収
制

度
が
独
自
の
法
律
的
性
質
を
有
し
て

い
る
か
ら
と
い
え
ま
す
。
今
回
は
源

泉
徴
収
制
度
に
関
す
る
諸
問
題
を
取

り
上
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

１

源
泉
徴
収
制
度
と
確

定
申
告
の
関
係

源
泉
徴
収
制
度
は
所
得
税
法
１
８

１
条
以
下
に
そ
の
規
定
が
あ
り
、
一

定
の
支
払
い
を
な
す
者
、
即
ち
源
泉

徴
収
義
務
者
（
支
払
者
）
と
そ
の
受

取
人
で
あ
る
本
来
の
納
税
義
務
者

（
受
給
者
）
、
そ
し
て
国
と
の
相
互
関

係
は
以
下
の
よ
う
に
解
さ
れ
て
い
ま

す
。

①

国
と
支
払
者
の
関
係
は
公
法
関

係
で
あ
り
、
支
払
者
は
国
に
対

し
、
源
泉
所
得
税
の
徴
収
・
納
付

義
務
を
負
う
。

②

支
払
者
と
受
給
者
の
関
係
は
私

法
関
係
で
あ
り
、
受
給
者
は
支
払

者
に
対
し
、
源
泉
所
得
税
の
受
忍

義
務
を
負
う
。

③

受
給
者
は
国
に
対
し
直
接
的
な

義
務
は
負
わ
な
い
。

上
記
の
解
釈
は
、
昭
和
３７
年
に
発

せ
ら
れ
た
内
閣
法
制
局
意
見
、
最
高

裁
昭
和
４５
年
１２
月
２４
日
判
決
等
に
よ

り
確
立
さ
れ
て
お
り
、
受
給
者
は
国

に
対
し
源
泉
徴
収
税
額
の
過
誤
の
是

正
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
解

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
見
解
は
、
平

成
に
入
り
、
次
の
最
高
裁
判
決
に
よ

り
是
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

�
平
４
・
２
・
１８
最
高
裁

（
所
得
税
・
Ｚ
１
８
８－

６
８
４
９
・
棄
却
）

〈
事
案
の
概
要
〉

Ｘ
ら
（
上
告
人
・
控
訴

人
・
原

告
）
は
、
Ａ
社
を
退
職
し
て
２
年
後

に
同
社
か
ら
一
定
の
金
額
及
び
債
務

免
除
を
受
け
た
と
こ
ろ
、
昭
和
５９
年

分
所
得
税
確
定
申
告
に
お
い
て
本
件

金
員
を
一
時
所
得
と
し
て
申
告
し
、

Ａ
社
が
給
与
所
得
と
し
て
源
泉
徴
収

し
た
金
額
を
確
定
申
告
書
に
記
載
し

て
、
そ
の
一
部
の
還
付
を
請
求
し
ま

し
た
。

こ
れ
に
対
し
、Ｙ
税
務
署
長
ら
（
被

上
告
人
・
被
控
訴
人
・
被
告
）
は
、

本
件
金
員
は
給
与
所
得
に
該
当
す
る

と
し
て
、
還
付
金
額
を
減
額
す
る
更

正
処
分
等
を
行
い
ま
し
た
。

〈
判

断
〉

①

所
得
税
法
１
２
０
条
１
項
５
号

に
い
う
「
源
泉
徴
収
を
さ
れ
た
又

は
さ
れ
る
べ
き
所
得
税
の
額
」
と

は
、
所
得
税
法
の
規
定
に
基
づ
き

正
当
に
徴
収
を
さ
れ
た
又
は
さ
れ

る
べ
き
所
得
税
の
額
を
意
味
す
る

も
の
で
あ
り
、
受
給
者
は
確
定
申

告
の
手
続
に
お
い
て
、
支
払
者
が

誤
っ
て
徴
収
し
た
金
額
を
算
出
所

得
税
額
か
ら
控
除
し
又
は
誤
徴
収

額
の
還
付
を
受
け
る
こ
と
は
で
き

な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で

あ
る
。

②

源
泉
所
得
税
と
申
告
所
得
税
と

の
各
租
税
債
務
に
は
同
一
性
が
な

く
、
源
泉
所
得
税
の
納
税
に
関
し

て
は
、
国
と
法
律
関
係
を
有
す
る

の
は
支
払
者
の
み
で
、
受
給
者
と

の
間
に
は
直
接
の
法
律
関
係
は
生

じ
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
す
れ
ば
、
源
泉
所
得
税
の
徴

収
・
納
付
に
お
け
る
過
不
足
額
の

清
算
を
行
う
こ
と
は
、
所
得
税
法

の
予
定
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。

�
平
１８
・
１１
・
２９
裁
決
（
所

得
税
・
Ｊ
７２－

１－

０２
・

全
部
取
消
し
）

〈
事
案
の
概
要
〉

誤
っ
て
母
親
を
扶
養
親
族
と
し
て

届
け
出
て
年
末
調
整
を
受
け
て
い
た

請
求
人
に
対
し
、
原
処
分
庁
は
、
請

求
人
の
平
成
１３
年
分
か
ら
１６
年
分
の

所
得
税
の
各
決
定
処
分
等
を
行
い
ま

し
た
。
審
判
所
は
、
母
親
が
扶
養
親

族
に
該
当
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る

ま
で
も
な
く
、
原
処
分
庁
は
請
求
人

に
対
し
て
所
得
税
の
決
定
処
分
を
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、
上
記

各
処
分
の
全
部
を
取
り
消
し
ま
し

た
。

〈
判

断
〉

①

所
得
税
法
１
２
１
条
１
項

に

は
、
そ
の
年
の
給
与
等
の
額
が
２

０
０
０
万
円
以
下
の
給
与
所
得
者

に
つ
い
て
、
一
定
の
場
合
確
定
申

告
書
を
提
出
す
る
こ
と
を
要
し
な

い
旨
規
定
さ
れ
て
い
る
。

②

源
泉
所
得
税
と
申
告
所
得
税
と

の
各
租
税
債
権
の
間
に
は
同
一
性

が
な
く
、
源
泉
所
得
税
の
納
税
に

関
し
て
は
、
国
と
法
律
関
係
を
有

す
る
の
は
支
払
者
で
あ
っ
て
、
国

と
受
給
者
と
の
間
に
は
直
接
の
法

律
関
係
は
生
じ
な
い
も
の
と
さ
れ

て
い
る
。

③

し
た
が
っ
て
、
も
と
も
と
所
得

税
法
１
２
１
条
１
項
の
規
定
の
適

用
を
受
け
る
請
求
人
に
つ
い
て
国

税
通
則
法
２５
条
（
決
定
）
を
適
用

す
る
余
地
は
な
い
。

２

源
泉
徴
収
義
務
の
範

囲－

「
支
払
を
す
る

者
」
の
意
義

源
泉
徴
収
義
務
が
課
さ
れ
る
支
払

者
の
意
義
に
つ
い
て
、
所
得
税
法
は

「
支
払
を
す
る
者
」
と
規
定
し
て
い

ま
す
。「
支
払
を
す
る
者
」
と
は
受
給

者
と
「
特
に
密
接
な
関
係
」
に
あ
る

こ
と
を
根
拠
と
す
る
解
釈
（
昭
３７
・

２
・
２８
最
高
裁
大
法
廷
）
が
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
多
様
化
し
た
社
会
経

済
状
況
下
に
お
い
て
は
、
ス
ト
ッ
ク

・
オ
プ
シ
ョ
ン
を
始
め
と
し
て
、「
支

払
を
す
る
者
」
の
範
囲
は
流
動
的
な

様
相
を
呈
し
て
い
ま
す
。

�

平
２２
・
２
・
１２
東
京
地

裁
（
法
人
税
・
Ｚ
８
８
８－

１
５
３
３
・
棄
却
・
確
定
）

〈
事
案
の
概
要
〉

本
件
は
、
日
本
船
舶
に
乗
船
す
る

外
国
人
漁
船
員
の
配
乗
等
の
業
務
を

委
託
し
た
マ
ン
ニ
ン
グ
会
社
に
支
払

っ
た
委
託
料
の
一
部
が
、
原
告
ら
が

雇
用
す
る
外
国
人
漁
船
員
の
人
的
役

務
の
提
供
の
対
価
で
あ
り
、
非
居
住

者
に
対
す
る
国
内
源
泉
所
得
の
支
払

に
該
当
す
る
と
し
て
、
Ｙ
税
務
署
長

が
原
告
ら
に
対
し
源
泉
所
得
税
の
納

税
告
知
処
分
等
を
し
た
事
例
で
す
。

〈
判

断
〉

①

認
定
事
実
に
よ
れ
ば
、
原
告
ら

が
本
件
外
国
人
漁
船
員
ら
を
雇
用

し
て
乗
船
さ
せ
て
い
た
こ
と
が
強

く
推
認
さ
れ
、
そ
の
採
用
や
賃
金

に
つ
い
て
原
告
ら
が
最
終
決
定
権

を
有
し
て
い
た
こ
と
等
の
事
実
か

ら
す
れ
ば
、
原
告
ら
は
、
本
件
外

国
人
漁
船
員
を
雇
用
し
て
い
た
も

の
と
認
め
ら
れ
る
。

②

法
２
１
２
条
１
項
の
「
支
払
を

す
る
者
」
と
は
、
具
体
的
に
支
払

行
為
を
す
る
者
を
い
う
の
で
は
な

く
、
支
払
対
象
と
な
る
国
内
源
泉

所
得
の
支
払
義
務
を
自
ら
負
う
者

を
い
う
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当

で
あ
る
。
本
件
マ
ン
ニ
ン
グ
会
社

は
、
本
件
金
員
の
支
払
事
務
に
関

与
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

�
平
２３
・
１
・
１４
最
高
裁

（
法
人
税
・
Ｚ
８
８
８－

１
５
６
４
・
一
部
破
棄
自

判
他
）

本
件
は
、
弁
護
士
で
あ
る
破
産
管

財
人
が
①
自
ら
の
報
酬
の
支
払
に
つ

い
て
所
得
税
法
２
０
４
条
１
項
２
号

所
定
の
源
泉
徴
収
義
務
を
負
う
か
否

か
、
②
破
産
債
権
で
あ
る
所
得
税
法

１
９
９
条
所
定
の
退
職
手
当
等
の
債

権
に
対
す
る
配
当
に
つ
い
て
源
泉
徴

収
義
務
を
負
う
か
否
か
が
争
わ
れ
た

事
例
で
す
。

最
高
裁
は
、
①
に
つ
い
て
は
、
源

泉
徴
収
義
務
を
負
う
と
解
す
る
の
が

相
当
で
あ
り
、
②
に
つ
い
て
は
、
破

産
管
財
人
は
法
１
９
９
条
に
い
う

「
支
払
を
す
る
者
」
に
は
含
ま
れ

ず
、
源
泉
徴
収
義
務
を
負
う
も
の
で

は
な
い
と
の
判
断
を
示
し
ま
し
た
。

お
わ
り
に

平
成
２３
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て

一
定
の
給
与
所
得
者
に
増
税
が
予
定

さ
れ
て
い
ま
す
。
源
泉
徴
収
制
度
と

本
来
の
納
税
義
務
者
で
あ
る
受
給
者

の
権
利
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
法
律

に
よ
る
調
整
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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